
別表　１

（単位：円）

特養加算①※ ― ― ―

特養加算②※ ― ― ―

初期加算①※ ― ― ― 100 120 150 200

初期加算②※ ― ― ― 90 115 140 180

1年 ２年目 4月1日 3 3 3 3

６年 ７年目 4月1日 3 3 3 3

１１年 １２年目 4月1日 3 3 3 3

１６年 １７年目 4月1日 3 3 3 3

２１年 ２２年目 4月1日 3 3 3 3

２６年 ２７年目 4月1日 3 3 3 3

３１年 ３２年目 4月1日 3 3 3 3

３６年 ３７年目 4月1日 3 3 3 3

※特養加算①令和６年３月３１迄の入職者

※特養加算②令和６年４月１日以降の入職者

※初期加算①令和６年３月３１迄の入職者

※初期加算②令和６年４月１日以降の入職者

※介護福祉士かつ介護支援専門員の資格を所持し、現にご利用者の施設介護計画（ケアプラン）などの作成を
業務でしている場合に適用する。
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